
(別 紙株式4)

令和6年 8月 31日

職業実践専門課程等の基本情報について

福岡医催・スポーツ専門学校 平成14年 4月 1日 古谷野 潔
T   812-O032

(住 所)福岡県福岡市博多区石城町7番30号
(雷 真置) 092-262-2119

学校法人 滋慶学口 昭和58年 12月 23日 浮舟 邦彦
+   134-υυ84

(住 所)東 京都江戸川区東葛西 6丁 目16番 2号
(電話)03-5878-3311

医療 医療専門課程 鍼灸科 (午前集中コース ) 平成19(2007)年 度 平成26(2014)年 度

はり師・きゅう師国家試験現役合格を目指すと共に、臨床現場及び鍼灸業界で求められる基礎知識、技術、人間性を兼ね備えた錬灸師を養成する。

1学科の特徴
く主な教育内容、取
1得可能な1資格 等)

<主な教育内容>
はり師、きゅう師国家試験現役合格とともに、臨床現場で求められる知識・技術・人間性を兼ね備えた鍼灸師を養成する教育を行う

<取得可能な資格> はり師、きゅう師

修案年限
1全課程の修rに必要な総援葉時数又は総
■     

―
単位数 演習 実習 実験 実技

昼 間
※単位

'キ

間、単位いずれ
かに記入

2,685単 位時間

単 位

1725単位時間 330単位時間 180単位晴問 0単位時間 450単 位時間

単位 単 位 単位 単位 単位

1生徒総定員 生徒実負(A) 留学生数 (■健薬員の内敷)(8) 留学生割合(3/A) 中退率

107  人 0 人 O    男 3   %

21
21

%

。/o

■卒業者に占める就職者の割合 (E/C)
68 O/6

人0

(令 和  5  年度卒業者に日する令和6年 5''ユ ロ時点の1,illl)

■主な就職先、業界等

(令 和5年度卒業生)

鍼灸院 鍼灸整骨院

90  人

就職等の状況

第三者による
学校評価

四氏間の計 1山 T憂 関寺 がら第 三奮 口+1山
※有の場合、例えば以下について任意記載

評mi団 体 : 受春年月
評価結呆をlEtiし た

当該学科の
ホームページ

URL
https∠/www kenacjp/c ourse/acupぃ ncture/

企業等と連携した
実習等の実施状況
(A、 8いずれか

に記入)

(A:単位時間による算定 )

(BI単位数による算定 )

2685単 位時間

うち企業等と連携 した実験・実習・実績の授菜時数 180単 位時間

うち企業等と連携 した演習の授集時数 0単位時間

180単 位時間

180単 位時間

うち必修授素時数

0単位時間

(う ち企業等と連携したインターンシップの授柔時数) 0革仕時間

単位

うち企楽等と連続.した実験・実習・実校の単位数 単位

うち企業等 と連携 した演習の単位敬 単位

単位

単位

うちぷ篠単位数

単位

(う ち企茶等と連携したインターンシップの単位数) 単位

教員の属性 (専任

教員について記

入 )

上記①～⑤のうち、実務家教員 (分野におけるおおむね 5年以上の実務の経験を有し、かつ、高度
の実務の能力を有する者を起定)の数

5人

③ 尊修学校の専門課程を修了した後、学校等におい
てその担当する葛l育 等に従事した者であって、当該専
開課程の体案年限と当該業務に従事した期間とを通算
して六年以上となる者

(尊修学校設置基準第41条第1項第 1号 ) 1人

② 学士の学位を有する者等 (専修学校設置基準第■1条第:項第2号 ) 3人

③ 高等学校教諭等経験者 (専修学校設置基準算41条第:項第3号 ) 0人

④ 修士の学位又は専門4儀学位 (専修学校設置基準第4[条第1項第4号 ) 1人

⑤ その他 (専修学校設置基準第41条第1項第5号 ) 3人

計 8人



1「専攻分野に関する企業、団体等 (以下「企業等」という。)と の連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編成を行つていること。」・関係

(1)教育課程の編成 (授業科目の開設や授業内容・方法の改善 ,工夫等を含む。)における企業等との連携に関する基本方針

業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体の役職員及び実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業の役職員が
参画する教育課程編成委員会を年2回実施し、業界の動向や変化、それに伴うニーズや必要な人材像を把握すると共に、実施している授業や力リキュラム等を各委員に
検証してもらいアドバイスや意見を頂く。また、教員による実習先訪問や就職担当による企業訪間を通して更なる情報収集を図る。それらを十分に生かしつつ、力リキュ
ラムや授業方法の改善、授業科目の開設等を図り、実践的かつ専門的な職業教育を主体的に実施する。

(2)教 育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

教育課程の編成は、理事会の下に設置された教育課程編成委員会において討議した内容を十分に考慮したうえで、学科会議において編成を行うものとし、委員会の
適切な運営は理事会が担保することになっている。また、教員組織規則において、「委員会の審議を通じて示された企業等の要請その他の情報、意見を十分に生かし、
実践的かつ専門的な職業教育を実施する教育課程の編成に努める」ことが明記され、この定めに従つて委員会を運営する。(以下図により、編成意思決定の過程を示
す)

(教育課程編成委員会 )

劇an:計 画

(学校・学科 )

Do:実行

(教育課程編成委員会)

Check:チ ェック
(学校・学科 )

Acuoni改善

(3)教育課程編成委員会等の全委員の名簿

※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
(当 該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は「―」を記載してください。)

①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
地方公共団体等の役職員(1企業や関係施設の役職員は該当しません。)

②学会や学術機関等の有識者
③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

令和6年 4月 1日 現在

名  前 所    属 任   期 種   別

要 信義 公益社団法人 日本鍼灸師会 理事 令和6年4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) ①

三浦 公義 三浦鍼灸院 院長 令和6年 4月 可日～令和7年 3月 31日 (1年 ) ③

土本 佳正 福岡医健・スポーツ専門学校 事務局長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 )

古谷野 潔 福岡医健・スポーツ専門学校 学校長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 )

河口 青児 福岡医健・スポーツ専門学校 冨Ⅲ校長・教務部長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 )

松原 敏昭 福岡医健・スポーツ専門学校 教務事務部長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 3¬ 日(1年 )

天本 保典 福岡医健・スポーツ専門学校 鍼灸科 学科長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 )

教育課程編成委員会は年2回開催し
ては個別に意見聴取を行うなど、必要 |

(4)教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

(年間の開催数及び開催時期)

、第1回 目を毎年5月 、第2回 目を翌年1月 に実施している。今年度開催 (予 定)日 時は以下の通り。また、委員会欠席委員に対し
こ応じて、適宜適切に分科会等を開催する場合がある。

(開催日時 (実績))

第1回 令和 6年 5月 17日  1
第2回 令和 7年 1月 24日 1

30～ 17:00
00～ 15:00(予 定)

(5)教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況
※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

各委員からは「コミュニケーションカの強化」「仕事に対する身構え・気構え・心構えといつたプロ意識の確立」「社会的人格形成」「自主性・主体性・積極性の育成」「仕
事観・職業観の確立による早期退職の防止」「基礎力と柔軟な応用力の育成」など、多くの意見を頂いた。これらを基に、授業以外の教科指導、実習指導、生活指導、就
職指導、国試対策指導等あらゆる機会をとらえて、キャリア教育の充実に向けた検討 '環境整備に取り組んでいる。
また、エビデンスを求める学生が多い傾向にあるが、どんな治療であつてもエビデンスは必要であるが、経験医療としての側面も重視して欲しいとのご意見をいただい

た。そこで授業内容に伝統鍼灸の良さを取り入れた改善を図っている。1年生は基礎力の修得がメインとなるため、臨床豊富な講師を招き、更に特別講義によリデモを
見せることが効果的である旨のアドバイスをいただけたので、定期的継続的に特別講義の実施導入を図つている。

5
3



本校は、「学校と業界が協力をして、業界が求める即戦力の人材を育成し、業界に送り出す」という「産学共同教育」を開校以来実践してきた。即戦力としての職業大教
育を行うため、業界と連携して専門知識・技術、人間力を有した人材育成を行つている。このため、特に実習・演習科目に於いては、現場の第一線で活躍するプロに非常
勤講師を依頼するなど、授業内容を業界関係者と共に企画立案し、その実施及び達成度評価を行つている。

(2)実習・演習等における企業等との連携内容

連携企業等と講師業務委託契約を交わした上に行う定期試験の結果をもって総合的に評価される。また、担当非常勤講師と学科専任教員は常に連携を密にし、情報
を共有しながら授業運営に係る問題解決や授業改善に協力して取り組んでいる。
更に、業界研修・臨床実習等を実施し、企業等の指導担当者の下、現場体験を深め即戦力としての更なる知識・技術の習得に努めている。実習実施前の協議を徹底

すると共に、教員による実習巡回を通して指導担当者と教員の連携・情報共有を図り、協力体制を強化して教育効果の向上に努めている。

(1)実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

(3)具体的な連携の例※科目数については代表的な5科 目について記載。

要

臨床実習
るとともには

で 、

う師としてのあるべき姿勢などを身につ 高等学校 以上3施設
形外科医院 、コナミスポーツクラブ福岡天神 、中村学国女子

けることができ

3【校外】企業内実習
(4に該当するものを
除く。)

3「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行つていること。」関係

(1)推薦学科の教員に対する研修・研究 (以下「研修等」という。)の基本方針
※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記

学国の定める教職員規定において、専門技術・知識の向上、授業内容・教育技法の改善、クラス運営力の向上、マネジメント能力や指導力の向上などを研修の目的と
して、職歴や能力・経験、職責、担当業務に合わせて、定期的・継続的に業界と連携して研修を実施している。企業・業界団体等が開催する研修会や講習会に専任教員
を計画的に参加させ、業鼻の変化やニーズを的確に把握すると共に、最新の技術・知識の習得に努めている。

(2)研修等の実績

①専攻分野における実務に関する研修等

研修名 :す炉力灸治療学会兼生涯研修会
主 催 :福岡県鍼灸マッサージ師会
実施日:令和5年 11月 26日
参加者 :鋭灸科専任教員2名
内 容 :西洋医学的および東洋医学的見地における鍼灸治療に関する考察

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名 :キャリア教育インストラクター研修
主 催 :滋慶教育科学研究所
実施日:令和6年 1月 19日
参加者 !今庁ぇ灸科専任教員1名

内 容 :キ ャリア教育を実践するための指導法や評価法についての講義

(3)研修等の計画

⑦専攻分野における実務に関する研修等

研修名
主 催
実施日
参加者
内 容

公益社回法人 日本

'歳

灸師会 全国大会縞福岡
日本鋭灸師会
令和6年 11月 26・ 27日
鍼灸科専任教員2名参加予定
日本鍼灸師会所属鍼灸師による研究発表学会

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名:2024年 度 FDミクロレベル (クラスマネジメント)研修 I

主 催 :滋慶教育科学研究所
実施日:令和6年 5月 23・ 24日
参加者 :鍼灸科専任教員1名 参加
内 容 :担任業務におけるクラスマネジメンHこ関する知識・技術を習得する講義



4「学校教育法施行規則第 189条 において準用する同規則第67条に定める評価を行い、その結果を公表していること。また、評価を行〕こ当たつては、当―該専修学校
の関係者として企業等の役員又は珂説員を参画させていること。」関係

(1)学校関係者評価の基本方針

「専修学校における学校評価ガイドライン」に基づき、学校関係者として、卒業生、保護者、地域住民、高等学校、企業により構成される学校関係者評価委員会を組織
し、この委員会が、学校が行つた自己点検・自己評価の内容を審議・評価して、様々な角度からアドバイスや支援を行うことを通して、学校運営の改善に活用することを
方針とする。

(2)「 専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

(可 )教育理念・目標 教育理念・目的・育成人材像

(2)学校運営 学校運営

(3)教育活動 教育活動

(4)学修成果 教育成果

(5)学生支援 学生支援

(6)教育環境 教育環境

(7)学生の受入れ募集 学生の募集と受け入れ

(8)財務 財務

(9)法令等の遵守 法令等の遵守

(10)社会貢献・地域貢献 社会貢献

(11)国際交流

※ 10 及 ¬¬ について|

(3)学校関係者評価結果の活用状況

運営部長を始め、学校長、事務局長、教務部長、学科長等で共有し、全スタッフに周知して、多岐に渡る学校運営の改善に努めている。特に、日々の学校運営の中で
直ちに改善・対応が可能なことは、学校長の指導の下、学校全体に係る事案は事務局長・教務部長が中心となり速やかに改善に取り組み、学科に係ることは学科長が
中心となり速やかに改善を図つている。また、改善に新たな予算確保が必要な案件は事務局長が中心となつて次年度に向けて予算組を行い、改善を図つている。加え
て、学則変更等が必要な案件は、学校長の指導の下、教務部長が中心となって学則変更手続きを行いながら改善を図つている。
学校関係者評価委員会を開催し、文部科学省が策定した「専修学校における学校評価ガイドライン」に沿つて実施した昨年度の学校自己点検報告書について、当校に

関係の深い13名 の学校関係者評価委員に評価していただき、各項目について概ね「優れている」との評価を頂いた。また「入学定員の充足」「中途退学者の低減」「地
域との交流を更に深める」など多くのご意見を頂いた。
学校のリーダー会議、学科会議、全体会議などでこれらの意見を共有し、検討・環境整備に取り組んでいきます。

(4)学校関係者評価委員会の全委員の名簿

名  前 所    属 任   期 種  別

村田 栄治 村田整骨院 院長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 企業等委員 (柔 遭整復科 )

要  信義 要鍼灸院 院長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 企 業 等 委 員 (今成灸 科 )

橋本 修二 令和6年 4月 可日～令和7年 3月 31日 (1年 ) 企業等委員 (枚急救命公務員科 )

福田 智 医療法人 せと山荘クリニック 統括部長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 業等委員 (理学療法科 )

丸田 淳司 医療法人誠和会 牟田病院 医療部門科長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 業等委員 (作 業療法科 )

案西 浩平
い

令和6年4月 1日 ～令和7年 3月 3可 日(1年 ) 業等委員 (歯科衛生士科 )

平野 千恵美 医療法人相生会 宮田病院 看護師長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 業 等 委 員 (看 護 科 )

安積 研二 AcroBats株式会社 取締役会長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 業等委員 (ス ポーツ科学科 )

中西 祐介 株式会社サンドラッグ 人事部採用課主任 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 企 業 等 委 員 (案 業 科 )

谷口 貴隆 スポーツ科学科 卒業生 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 卒 業 生 代

冨崎 尚美 在校生 (鍼灸科3年 )保護者 令和6年4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 保 護 者 代 表

清輔 正孝 福岡県立香椎高等学校 校長 令和6年 4月 ¬日～令和7年 3月 31日 (1年 ) 高 等 学 校 関 係

戎崎 淳― 福岡市博多区大浜公民館 館長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 地 域 関 係

(5)学校関係者評価結

《丞fスペ
=ゆ)・

果の公表方法・公表時期

広報誌等の刊行物 ・ その他 ( ))

URL:httpsノ /www iken acjp/schoo/pub ic― info/

公表時期 :令和6年 5月 31日



も「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該奪修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供していること。ょ関係

(1)企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

学校で毎年定める事業計画の実行方針で提起された目標 (力 リキュラムのイノベーション、中途退学率の低減、就職 100%、 国家試験合格率100%等 )を具現化するため
に、企業等からヒアリングを行い、業界の動向を踏まえた実行計画を作成している。その為にも、学校の方針や考え方に加え、様々な詳細情報を十分に理解して頂いた
上で、意見やアドバイス、支援を頂くことが重要となる。企業等への具体的な情報提供方法としては、学校関係者評価委員会や教育課程編成委員会、業界関係者であ
る非常勤講師との講師会、キャリアセンタースタッフによる企業訪間、企業とタイアップして行うイベント等あらゆる機会を活用して、積極的に情報の提供を行つている。

(2)「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

※ (10)及 (11)については任

(3)

その他 ( ))

URL

公表時期 :随時

]積刀 設` だ 丁 る項 日

在 地 連 絡 先 学 校 の 沿 重 建 学 の 理 含 学 校 安 全 閣 湮 保 棲 封 笑

(2)各学科等の教育
疋 貝 仕 穣 ⊆ 駅 刀り干 ユフム 7年 暦 各 7科 秋 會 日程 教 科 日裸 ンラバ ス 卒 栗 起 紋 判 足 墨 年

:校 組 織 凹 教 目 の 宴 緒

育 キ ヤリア教 育 ロー ドマッフ 業 界 研 修 キ ヤリアセンター 就 職 指 導

外 冥 字 研 修 部 活 動 字 友 会 活 動 産 業 界・行 政・地 域 との 連 携
万止 文 了技 ′7元月駐文 子振 1遅 康 文 f羨

~子
買 不日談 進 踏 変 貝 更 崚 更 f羨 1段 関 更 ,炭 制 度 早 生 景

ユ賢 サ ボ ー ト(奨学 金・教 育 ロー ン案 内・学 脅 分 害1納 入 制 度 等 )

こメ斗
己 評 l山 と

~子
校 関 係 者 評 1山

羅 外 研 修 実 蘊

真 FA(不 ランティア冶 婁D)



授業科目等の概要

(医療尋門課程 観灸科 午前集中ヨース )

分 類

授業科 目名 授業科目
―
概要

配

当

年

次

・
学

期

震

業

時

数

単

　

位

　

数

授業方法 場 所 教 員

企

業

等

と

の

連

携

必

　

　

修

選

択

必

惨

自

由

選

択

諮

　

　

義

演

　

　

習

冥
験

・
実

習

・
突

技

校

　

　

内

検

　

　

外

専

　

　

任

兼

　

　

任

○ 一般教養 1
社会で活躍する医療人として備えておくべき教養を修得する
ことができる。

ヽ

通
30 2 ○ ○ O

2 ○ 一般教養 2 社会て活躍する医療人として備えておくべき教養を修得する
ことができる。

１

通
30 2 ○ ○ O

O 一般教養 3 社会で活躍する医療人として備えておくべき教養を修得する
ことができる。

１

通
30 2 O O ○

4 ○ 一般教養 4 社会で活躍する医療人として備えておくべき教養を修得する
ことができる。

１

通
30 2 ○ ○ ○

O 外国語
グローバルな感性 を養い、コミュニケーシ ョンに必要な英会
話や医療用英語を惨得することができる。

２

通
30 2 O ○ ○

○ セルフプロモーション 自分

歩む
自身を理解 しながら主体性を養い、自らの意思で人生を
ための行動力を修得することができる。

１

通
30 2 ○ O ○

○ コミュニケーション
医療従事者として必要なコミュニケーションについて学び、
患者と信頼関係が構築てきるようになる。

１

通
30 2 ○ ○ ○

O 解剖生理学
鍼灸師に必要な基礎的な解剖学的知識と生命現象について学
び、臨床に活かせるようになる。

１
通

・
２
稲

330 II O O O ○

9 O 運動学

人体の構造 をもとに神経 筋・感覚器の機能を理解 しつつ運
エネルギー代謝について学び、臨床に活かせるよ動の発現

うになる。

２

通
30 1 ○ ○ O

10 ○ 病理学概論
病理学の学習を通じて各種疾患の病態を把握できるようにな
る。

２

通
60 2 ○ O ○

O 臨床医学総論

西洋医学的に行われ る診察及び検査法について学び、必要な
専 F弓 用語 を修得することにより臨床現場で病態が説明てきる
ようになる。

ヽ

通
60 2 O ○ ○

12 O 臨床医学各論

各疾患について原因・症状・診断・治療などを西洋医学的な
見地か ら総合的に学習 し、他の医療従事者 と相互に病態を理
解できるようになる。

１
～

３

通

180 6 O O ○

O リハビリテーション
[)ハ

術な
ビリテーション医学の基本的な知識・評価法 診断・技
ど実践的な内容を学習し、臨床て活かせるようになる。

２

通
60 2 ○ ○ ○

○ 公衆衛生学
健康の概念・理念 倫理を幅広く理解し、医療従事者として
疾病の予防・健康の増進に寄与ずることができる。

３

通
60 2 O ○ O

16 O 社会保障制度
健康保険な どは り師 きゅう師を取 り巻 く社会制度について
学び、臨床に活かす ことができる。

９

通
15 1 ○ O ○

16 ○ 東洋医学概論
東洋医学的なI里 論として自然観・疾病の原因・病理学像など
を学び、東洋医学的診断の基礎知識を惨得できる。

１
通

・
２
通

150 5 O ○ O

○ 経絡経穴概論
経絡 。経穴の概念・経穴の位置 機能などを学び、は りきゅ
う臨床の基礎的知識 を構築する。

１

通
120 4 ○ ○ O

○ 臨床経絡経穴学
経絡経穴学で学んだことをより実践的な内容て学習 し、臨床
に活かせるようになる。

２

通
60 2 ○ ○ ○



19 O 東洋医学臨床論
東洋医学概論や経繕経穴学で学んだ知識 をもとに東洋医学的
な診断 治療 を行 うことができる。

２
通

，
３
通

130 6 ○ 〇 ○ O

20 O あはきの適応 種々の疾患に対するは り きゆう術の適応範囲を学び、適応
外の疾患に対 しても適宜対応す ることができるよ うになる。

２

通
30 1 O ○ O

21 O 臨床生理学
はり。きゆう刺激が健常人の生理作用に対して及ぼす変化に
ついて説明することができる。

３

通
30 1 O ○ O

22 O 生体観察学
体表観察を通 して望診法・切診法の技術 を磨 き、施術部位を
的確に見極め られ るようになる。

３

通
30 1 O O ○ O

23 O 臨床組織学
細胞・組織レベルでの解剖学の理解を深め、臨床に活かせる
ようになる。

１

通 30 1 ○ ○ O

24 ○ 病態生理学
病気に至る過程やその過程で考えられる病理変化について学
び、はり,き ゆう刺激が病態に及ぼす変化について説明する
ことができる。

９

通
30 1 O O O

25 O はりきゆう理論
は り ,き ゆうの治女力理論、生体への効果などを研究結果を交
えて学習 し、説明することができる。

２

通
60 2 O O O

26 ○ 関係法規
あはき法に記載されているはり師・きゅう師として必要な基
本的法規を学び、臨床に活かせる。

３

通
30 1 ○ ○ ○

27 O はりきゅう実技
鍼を刺す、灸をすえるといったはり師
基本となる技術を修得する。

きゅう師 として最も

１
～

３

通

420 14 ○ ○ O ○

28 ○ 臨床実習前施術実技試験対策
1 2年次に修得した基本的技術をもとにした実践的な内容の
講義により、3年 次の臨床実習に臨めるようになる。

２

通 30 1 ○ O O

29 ○ 臨床実習
臨床現場での実習 を行 うことで、よ り高度な知識や技術を修
得す るとともには り師・きゅう師 としてのあるぺき姿勢など
を身につけることができる。

２
通

・
３

涌

180 4 ○ ○ O O O O

30 O 総合領域
国家試験に向け
らに深め、充実

を高める。

て、各科目の学習によつて得られた知識をさ
させるためにすべての科目を復習し、応用力

１
～

３
通

300 10 O O O ○

95  単位黎尊寝馬刺卜

卒業要件及び履替方法 投 莱 期 間 琴

卒業要件
当該学年において、履修すべき学科目のうち、履棒を認定されない学科目 (不 合格)が 1科 目以上あれば卒業できな
い。また、履修すべき学科目のいずれかについて、出席回数が総授業回数の3分の2未満の者は卒業できない。

1学年の学期区分 3期

履絡方法
講義・演習
し、各科目

・実技・実習
66,79る 以上の

のいずれかにより、またはこれらの併用により行う。選択必修科目と自由選択科目を履修
出席 し試験等による60点 以上の評定で単位取得する。

1学期の授業期間 15週

(留意事項 )

1 -の 授業科 目について、講義、演習、
については、主たる方法についてOを付

、実習又は実技の うち工以上の方法の併用によ り行 う場合
その他の方法について△を付すこと。

実験
し、

2 企業等との連携については、実施要項の3(3)の 要件に該当する授業科目について○を付すこと。



(別 紙株式4)

令和 6年 8月 31日

職業実践専門課程等の基本情報について

福岡医健・スポーツ専門学校 平成14年 4月 1日 古谷野 潔 Ｔ師
覇

市博多区石城町7番 30号
-2119

学校法人 滋慶学園 昭和58年 12月 23日 浮舟 邦彦
〒   134-0084

(住 所)東 京都江戸川区東葛西 6丁 目16番 2号
(雷

Ⅲ話)03-5878-3311

医療 医療専門課程 鍼灸科(美 容スポーツコース) 平成19(2007)年 度 平成26(2014)年 度

学科の 目.的
はり師・きゅう師国家試験現役合格を目指すと共に、臨床現場及び鍼灸業界で求められる基礎知識、技術、人間性を兼ね備えた美容領域やスボーッ領域
で活躍できる鍼灸師を養成する。

学科の特徴
(主な教育内容、取
律可能な資格 等 )

<主な教育内容>
はり師、きゅう師国家試験現役合格とともに、臨床現拐で求められる知識・技術・人間性を兼ね備えた鍼灸師を養成する教育を行う。

<取得可能な資格> はり師、きゅう師

修彙年臣 昼夜 義

・

・講 実習 実験

3 昼 間
※単位時間、単位いずれ
わЧこ記入

2,685単 位時間 1,815単 位時間 840単位時間 180単位時間

単 位

0単位時間 450単位時間

単位 単位 単位 単 位 単 位

生徒総定員 生徒実員lA) 中退率|

94  人 O 人 0   埓 5   脂

39 %
(E/C)

64

(令 和  5  年度卒業者に関する令和6年 5月 1同 時点の情報)

■主な就職先、業界等

(令 和5年度卒業生)

鉱t灸院 鍼灸整骨院

90  人

就職等の状況

第二者による

学校評価

■民間の評価機関等から第二者評価
※有の場合、例えば以下について任意記載

「平価団体 受審年月
「平怖h?,労tを lも載
ホームベージU

した

当該学科の

ホームページ
URと

h工 pSI//WWw ken attjp/cowぃ 。/中

企業等と連携した
実習等の実施状況
(A、 Bいずれか

に記入)

(A:単位時間による算定 )

総授泉時数 3285単 位時間

180単 位時間

0単位時間

180単 位時間

180単 位時間

0単位時間

0単位時間

(BI単位数による算定 )

単位

うち企業等と連携 した実験・実習・ 実校の単位数 単位

うち企業等 と連携 した演習の単位敬 単位

単位

単位

うち必修単位数

単位

(う ち企業等と連携 したインターンシップの単位数 ) 単位

教員の属性 (専任
教員について記

入)

上EE①～⑤のうち、爽務家教員 (分野におけるおおむね 5年以上の実務の経験を有し、かつ、高度
の実務の能力を有する者を想定)の数

5人

① 専修学校の専門:票程を体7した後、学校等におい
てその担当する教育等に従事した者であつて、当骸専
開課程の体業年限と当故来務に従事した期間とを通算
して六年以上となる者

(尊捧学校設置基準第41条第1硬第 1与 ) 1人

② 学士の学位を有する者等 (尊修学校設置基準第■1条第十項露2号 ) 3人

⑥ 高等学校執諭等経験者 (専修学校設置基準第41条第 1項 算3号 ) 0人

④ 修との学位又は専門織学位 (専修学校設置基準第■1条 第1項第4号 ) 1人

③ その他 (尊修学校設置基準第41条第 1項鍼S号 ) 3人

計 8人



1「専攻分野に関する企業、団体等 (以下「企業等」という。)との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編成を行つていること。」関係

(1)教育課程の編成 (授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。)における企業等との連携に関する基本方針

業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体の役職員及び実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業の役職員が
参画する教育課程編成委員会を年2回実施し、業界の動向や変化、それに伴うニーズや必要な人材像を把握すると共に、実施している授業や力リキュラム等を各委員に
検証してもらいアドバイスや意見を頂く。また、教員による実習先訪問や就職担当による企業訪問を通して更なる情報収集を図る。それらを十分に生かしつつ、カリキュ
ラムや授業方法の改善、授業科目の開設等を図り、実践的かつ専門的な職業教育を主体的に実施する。

(2)教 育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

教育課程の編成は、理事会の下に設置された教育課程編成委員会において討議した内容を十分に考慮したうえで、学科会議において編成を行うものとし、委員会の
適切な運営は理事会が担保することになっている。また、教員組織規則において、「委員会の審議を通じて示された企業等の要請その他の情報、意見を十分に生かし、
実践的かつ専門的な職業教育を実施する教育課程の編成に努める」ことが明記され、この定めに従つて委員会を運営する。(以下図により、編成意思決定の過程を示
す)

(教育課程編成委員会 )

劇ani計 画

(学校・学科)

Do:実イ予
(教育課程編成委員会)

Check:チ ェック

(学校・学科 )

AcHon:改善

名  前 所    属 任   期 種  別

要 信義 公益社回法人 日本鍼灸師会 理事 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) ①

三浦 公義 三浦鍼灸院 院長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) ③

土本 佳正 福岡医健・スポーツ専門学校 事務局長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (可 年)

古谷野 潔 福岡医健・スポーツ専門学校 学校長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 )

河口 青児 福岡医健,スポーツ専門学校 冨‖校長・教務部長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 )

松原 敏昭 福岡医健・スポーツ専門学校 教務事務部長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 )

天本 保典 福岡医健・スポーツ専門学校 鍼灸科 学科長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 3¬ 日(1年 )

(3)教育課程編成委員会等の全委員の名簿

令和6年 4月 1日 現在

※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
(当 該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は「一」を記載してください。)

①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
地方公共団体等の役職員(¬ 企業や関係施設の役職員は該当しません。)

②学会や学術機関等の有識者
③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

(4)教 育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

(年 間の開催数及び開催時期)

教育課程編成委員会は年2回開催し、第1回 目を毎年5月 、第2回 目を翌年1月 に実施している。今年度開催 (予定)日 時は以下の通り。また、委員会欠席委員に対し
ては個別に意見聴取を行うなど、必要に応じて、適宜適切に分科会等を開催する場合がある。

(開催日時 (実績))

第1回 令和 6年 5月 17日  15:30～ 17
第2回 令和 7年 1月 24日 13:00～ 15

(5)教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記

各委員からは「コミュニケーションカの強化」「仕事に対する身構え・気構え・心構えといつたプロ意識の確立」「社会的人格形成」「自主性・主体性・積極性の育成」「仕
事観・職業観の確立による早期退職の防止」「基礎力と柔軟な応用力の育成」など、多くの意見を頂いた。これらを基に、授業以外の教科指導、実習指導、生活指導、就
職指導、国試対策指導等あらゆる機会をとらえて、キャリア教育の充実に向けた検討・環境整備に取り組んでいる。
また、エビデンスを求める学生が多い傾向にあるが、どんな治療であつてもエビデンスは必要であるが、経験医療としての側面も重視して欲しいとのご意見をいただい

た。そこで授業内容に伝統鍼灸の良さを取り入れた改善を図つている。1年生は基礎力の修得がメインとなるため、臨床豊富な講師を招き、更に特別講義によリデモを
見せることが効果的である旨のアドバイスをいただけたので、定期的継続的に特別講義の実施導入を図っている。

( 予定)



本校は、「学校と業界が協力をして、業界が求める即戦力の人材を育成し、業界に送り出す」という「産学共同教育」を開校以来実践してきた。即戦力としての職業大教
育を行うため、業界と連携して専門知識・技術、人間力を有した人材育成を行つている。このため、特に実習・演習科目に於いては、現場の第一線で活躍するプロに非常
勤講師を依頼するなど、授業内容を業界関係者と共に企画立案し、その実施及び達成度評価を行っている。

(2)実習・演習等における企業等との連携内容

連携企業等と講師業務委託契約を交わした上に行う定期試験の結果をもつて総合的に評価される。また、担当非常勤講師と学科専任教員は常に連携を密にし、情報
を共有しながら授業運営に係る問題解決や授業改善に協力して取り組んでいる。
更に、業界研修・臨床実習等を実施し、企業等の指導担当者の下、現場体験を深め即戦力としての更なる知識・技術の習得に努めている。実習実施前の協議を徹底

すると共に、教員による実習巡回を通して指導担当者と教員の連携・情報共有を図り、協力体制を強化して教育効果の向上に努めている。

(1)実 習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

(3)具体的な連携の例※科目数につしては代表的な5科 目について記載。

臨床実習
るとともにはり

でで の

としてのあるべき姿勢などを身につ
けることができ

3【校外】企業内実習
(4に該当するものを
除く。)

堺整形外科医院 、コナミスポーツクラブ福岡天神 、中村学園女子
高等学校 以上3施設

3「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における案務に関する研修を組織的に行つていること。J関 係

(1)推 薦学科の教員に対する研修・研究 (以下「研修等」という。)の基本方針

※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記

学国の定める教職員規定において、専門技術・知識の向上、授業内容・教育技法の改善、クラス運営力の向上、マネジメント能力や指導力の向上などを研修の目的と
して、職歴や能力・経験、職責、担当業務に合わせて、定期的・継続的に業界と連携して研修を実施している。企業・業界団体等が開催する研修会や講習会に専任教員
を計画的に参加させ、業界の変化やニーズを的碓に把握すると共に、最新の技術・知識の習得に努めている。

(2)研修等の実績

③専攻分野における実務に関する研修等

研修名 :'歳灸治療学会兼生涯研修会
主 催 :福岡県鍼灸マッサージ師会
実施日:令和5年 11月 26日
参加者 :鍼灸科専任教員2名
内 容 :西洋医学的および東洋医学的見地における鍼灸治療に関する考察

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名 :キ ャリア教育インストラクター研修
主 催 :滋慶教育科学研究所
実施日:令和6年可月19日
参加者 :鍼灸科専任教員1名

内 容 :キ ヤリア教育を実践するための指導法や評価法についての講義

(3)研修等の計画

①専攻分野における実務に関する研修等

研修名 :公益社団法人 日本鍼灸師会 全国大会h福岡
主 催 1日 本鍼灸師会
実施日:令和6年 11月 26・ 27日
参加者 :鍼灸科専任教員2名参加予定
内 容 :日 本鍼灸師会所属鍼灸師による研究発表学会

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名 :2024年 度 FDミクロレベル (クラスマネジメント)研修 I

主 催 :滋慶教育科学研究所
実施日:令和6年 5月 23・ 24日
参加者 :鍼灸科専任教員1名 参加
内 容 :担任業務におけるクラスマネジメンHこ関する知識・技術を習得する講義



4「学校教育法施行規則第189条において準用する同規則第67条に定める評価を行い、その結果を公表していること。また、評価を行うに当たっては、当‐該専修学校
の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

(1)学校関係者評価の基本方針

「専修学校における学校評価ガイドライン」こ基づき、学校関係者として、卒業生、保護者、地域住民、高等学校、企業により構成される学校関係者評価委員会を組織
し、この委員会が、学校が行つた自己点検・自己評価の内容を審議・評価して、様々な角度からアドバイスや支援を行うことを通して、学校運営の改善に活用することを
方針とする。

(2)「 専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

(1)教育理念・目標 教育理念・目的・育成人材像

(2)学校運営 学校運営

(3)教育活動 教育活動

(4)学修成果 教育成果

(5)学生支援 学生支援

(6)教育環境 教育環境

(7)学 生の受入れ募集 学生の募集と受け入れ

(8)財務 財務

(9)法令等の連守 法令等の連守

(10)社会貢献・地域貢献 社会貢献

(1¬ )国 際交流

※ 10 及 11)について

(3)学校関係者評価結果の活用状況

リーダー会議、学科会議、全体会議などでこれらの意見を共有し、検討・環境整備に取り組んでいきます。

(4)学校関係者評価委員会の全委員の名簿

名  前 所    属 任   期 種  別

村田 栄治 村田整骨院 院長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 企業等委員 (柔 道整復科 )

要  信義 要鍼灸院 院長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 企 業 等 委 員 (鍼 灸 科 )

橋本 修二 岡 和
令和6年4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 企業等委員 (救急救命公務員科 )主幹

福田 智 医療法人 せと山荘クリニック 統括部長 令和6年4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 企業等委員 (理 学療法科 )

丸田 淳司 医療法人説和会 牟田病院 医療部門科長 令和6年 4月 ¬日～令和7年 3月 31日 (1年 ) 企業等委員 (作 業療法科 )

案西 浩平
団

令和6年4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 企業等委員 (歯 科衛生士科 )理事長

平野 千恵美 医療法人相生会 宮田病院 看護師長 令和6年4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 企 業 等 委 員 (看 護 科 )

安積 研二 社 取締役会長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 業等委員(ス ポーツ科学科)

中西 祐介 株式会社サンドラッグ 人事部採用課主任 令和6年4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 企 業 等 委 員 (薬 業 科 )

谷口 貴隆 スポーツ科学科 卒業生 令和6年4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 卒 業 生 代 表

冨崎 尚美 在校生 (鍼灸科3年 )保護者 令和6年 4月 呵日～令和7年 3月 31日 (1年 ) 言隻 者 代 表

清輔 正孝 福岡県立香椎高等学校 校長 令和6年4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (司 年 ) 等 学 校 関 係 者

戎崎 淳― 福岡市博多区大浜公民館 館長 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日 (1年 ) 地 域 関 係 者

(5)学校関 果の公表方法・公表時期

広報誌等の刊行物 ・ その他 ( ))

URL:https//www kenacjp/schoo1/public info/

公表時期 :令和6年 5月 31日

ムペー



5「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当―該尊修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供していること。」関係

(1)企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

学校で毎年定める事業計画の実行方針で提起された目標 (カ リキュラムのイノベーション、中途退学率の低減、就職100%、 国家試験合格率100%等 )を具現化するため
に、企業等からヒアリングを行い、業界の動向を踏まえた実行計画を作成している。その為にも、学校の方針や考え方に加え、様々な詳細情報を十分に理解して頂いた
上で、意見やアドバイス、支援を頂くことが重要となる。企業等への具体的な情報提供方法としては、学校関係者評価委員会や教育課程編成委員会、業界関係者であ
る非常勤請師との講師会、キャリアセンタースタッフによる企業訪間、企業とタイアップして行うイベント等あらゆる機会を活用して、積極的に情報の提供を行つている。

(2)「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

※(10)及び(11)については任意記載。

(2)各学科等の教育
取得する称号

口

(3)

その他 ( ))

URL

公表時期 :随時



授業科目等の概要

(医療肇 F月 課程 鏡灸科 美容スポーツヨース)

分 類

投業科 目名 援案科目概要
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任

O 一般教養 1
社会で活躍する医療人として備えておくべき教養を修得する
ことができる。

１

通
30 2 O ○ ○

2 O 一般教養 2 社会で活躍する医療人として備えておくべき教養を惨得する
ことができる。

１

通
30 2 O O ○

3 ○ 一般教養3 社会で活躍する医療人として備えておくぺき教養を修得する
ことがてきる。

ヽ

通
30 2 ○ ○ ○

O 一般教委4 社会で活躍する医療人として備えておくべき教養を惨得する
ことができる。

ヽ

通
30 2 O ○ O

5 O 外国語
グローバルな感性を養い、コミュニケーションに必要な英会
話や医療用英語を惨得することができる。

２

通
30 2 O ○ O

6 ○ セツレフプロモーション 自分自身を理解 しなが ら主体性 を養い、自らの意思で人生を
歩むための行動力を修得することができる。

ヽ

通
30 2 ○ O ○

○ コミュニケーション
医療従事者として必要なコミュニケーションについて学び、
悪者と信本買関係が構築できるようになる。

１

通
30 2 ○ O ○

8 O 解剖生理学
競灸師に必要な基礎的な解割学的知識と生命現象について学
び、臨床に活かせるようになる。

１

通

・
２

涌

330 11 O ○ ○ ○

○ 運動学

人体の構造をもとに神経・筋・感覚器の機能を理解しつつ運
動の発現・エネルギー代謝について学び、臨床に活かせるよ
うになる。

２

通
30 1 O O ○

iO ○ 病理学概論
病理学の学習を通して各種疾患の病態を把握できるようにな
る。

２

通
60 2 O ○ ○

○ 臨床医学総論

西洋医学的に行われる診察及び検査法について学び、必要な
専門用語を修得することにより臨床現場で病態が説明できる
ようになる。

１

通
60 2 O O ○

12 O 臨床医学各論

各疾患について原因 症状 診断・治療などを西洋医学的な
見地か ら総合的に学習 し、他の医療従事者 と相互に病態を理
解できるようになる。

１
～

３

通

180 6 ○ ○ O

13 ○ リハビリテーション リハ ビリテーシ ョン医学の基本的な知識・評価法・診断・技
術など実践的な内容を学習 し、臨床て活かせるようになる。

２

通
60 2 ○ O O

○ 公衆衛生学
健康の概念 ,理念・倫理を幅広 く理解し、医療従事者として
疾病の予防 健康の増進に寄与することができる。

３

適
60 2 O ○ O

15 O 社会保障制度
健康保険などはり師 きゅう師を取り巻 く社会制度について
学び、臨床に活かすことができる。

３

通
15 1 O ○ O

16 ○ 束洋医学概論
東洋医学的な理論として自然蜆・疾病の原因・病理学像など
を学び、東洋医学的診断の基礎矢Oi競 を惨得てきる。

１
通

　

２

轟

150 5 ○ O ○

O 経絡経穴概論
経絡 経穴の概念 。経穴の位置・機能などを学び、は りきゅ
う臨床の基礎的知識 を構築する。

１

通
120 4 O ○ ○

○ 臨床経絡経穴学
経絡経穴学て学んだことをより実践的な内容で学習 し、臨床
に活かせるようになる。

２

通
60 2 O ○ ○



O 東洋医学臨床論
東洋医学概論や辛主又絡経穴学で学んだ知識 をもとに東洋医学的
な診断 治療 を行 うことができる。

２

通

　

９
誦

180 6 〇 O ○ ○

20 ○ あはきの適応 種々の疾患に対するは り きゅう術の適応範囲を学び、適応
外の疾患に対 しても適宜対応す ることができるようになる。

２

通
30 1 O ○ O

O 臨床生理学
はり=き ゅう刺激が健常人の生理作用に対して及ほす変化に
ついて説明することができる。

３

通
30 1 O ○ ○

22 ○ 生体観察学
体表観察を通 して望診法・切診法の技術を磨き、施術部位 を
的確に見極め られるようになる。

３

通
30 1 O O O O

23 ○ 臨床組織学
細胞・組キ&レ ベルでの解割学の理解を深め、臨床に活かせる
ようになる。

１

通
30 1 ○ O O

24 O 病態生理学
病気に至 る過程やその過程で考えられ る病理変化について学
び、は り 。きゅう刺激が病態に及ほす変化について説明する
ことができる。

３

通
30 1 O ○ O

25 ○ はりきゆう理論
はり,き ゆうの治効理論、生体への効果などを研究結果を交
えて学習し、説明することができる。

２

通
60 2 ○ ○ O

26 ○ 関係法規
あはき法に記載 されているは り師 きゅう師として必要な基
本的法規 を学び、臨床に活かせる。

９

通
30 I ○ O O

27 ○ はりきゆう実技
鰯を束1す 、灸をすえるといったは り師
基本 となる技術を惨得する。

きゆう師として最も
１
～

３

通

420 14 ○ O O O

28 O 臨床実習前施術実技試験対策
' 2年

次に修得 した基本的技術をもとに した実践的な内容の
講義によ り、3年 次の臨床実習に臨めるようになる。

２

通
30 1 O O O

29 O 臨床実習
臨床現場での実習を行 うことで、よ り高度な知識や技術を修
得するとともには り師・ きゅう師としてのあるべき姿勢など
を身につけることができる。

２
通

　

３
稿

180 4 ○ O ○ O O ○

30 ○ 総合領域
国家試験に向けて、各科目の学習によつて得られた知識をさ
らに深め、充実させるためにすべての科目を復習し、応用力
を高める。

１
～

９
通

300 10 ○ O O ○

31 ○ エステティック技法 1
総合的な美容法の知識 技術を惨得し、実践てきるようにな
る。

―
～

３

通

30 2 ○ O ○

32 O エステティック技法2 総合的な美容法の知識 技術を惨得し、実践できるようにな
る。

１
～

３

通

30 2 ○ O O

○ 美容はり1
鍼灸を用いた美容法を幅広く学び、技術を惨得し、実践でき
るようになる。

１
～

９
通

30 2 O O O ○

○ 美容はり2 鍼灸を用いた美容法を幅広 く学び、技術を修得し、実践でき
るようになる。

１
～

３
通

30 2 ○ ○ O

35 ○ 美容はり3
鍼灸を用いた美容法を幅広く学び、技術を惨得し、実践でき
るようになる。

１
～

３
通

30 2 ○ ○ ○

O ヨーガ
フィッ トネス ヨーガについての知識 を修得 し、能力を身につ
け、実践できるようになる。

１
～

３

通

30 2 O O O

37 O メイク1
メイクの基本となる知識・技術を学び、層預客のニーズやイ
メージに合わせたメイクアップ実践能力を身につける。

１
～

３

通

30 2 ○ ○ ○

38 ○ メイク2
メイクの基本となる知識 技術を学び、順客のニーズやイ
メージに合わせたメイクアップ実践能力を身につける。

１
～

３

通

30 2 ○ ○ O

O ネイ,レ
ネイルケアの基礎矢a識 とともに
技法・技術を修得する。

爪のカラーやアー トを描 く

１
～

３
通

30 2 O O ○



○ アロマ
アロ▽テラピーの1重類や使用法、それらのア ドバイス法の知
識を修得し、検定資格を取得する。

１
～

３
通

30 2 ○ O ○

41 ○ NSCA対策 1
NSCA資格取得に必要な基礎知識を講義形式にて学び、資格試
験に対応てきるようになる。

１
～

３
通

30 2 ○ O O

42 ○ NSCA対策2
NSCA資格取得に必要な基礎知識を実技を通して学び、資格試
験に対応できるようになる。

１
～

３
通

30 2 ○ O ○

43 O スポーツ傷害①
運動に生じる整形外科的障害を理解し、目的に応したテーピ
ング固定が行えるようになる。

１
～

３

通

30 2 ○ O O

O スポーツ傷害②
運動に生じる整形外科的障害を理解し、目的に応したテーピ
ング固定が行えるようになる。

１
～

３

通

30 2 ○ O ○

45 O 体力測定
健康や体カテス
が行えるように

卜に関するデータをもとに分析及び実践指導
なる。

１
～

３
通

30 2 O O ○

46 ○ コンディショニング 運動能力の向上

うための知識・
、疲労回復な

技術を修得す

どを目的とした身体の調整を行
る。

１
～

３
通

30 2 ○ ○ O

○ スポーツ医学
整形外科的障害や内科的疾病を有する人々のスポーツ医学に
対する基礎知識を学び、スポーッ復帰するまでのリハビリ
テーションが行えるようになる。

１
～

３

通

30 2 ○ △ O ○

48 ○ NSCA対策演習
ЧSCA資格取得に必要な応用知識を講義形式にて学び、資格試
験合格に必要な知識・技術を修得する。

１
～

３
通

30 2 ○ ○ ○

49 O レジスタンストレーニング1
l重 の々器具の使用法・効果を学び、対象者に応した筋カト
レーエングを指導できるようなる。

１
～

３

通

30 2 ○ O ○

50 O レジスタンストレーエング2 種々の器具の使用法
レーエングを指導て

・タンを果
きるよ

を学び、対象者に応した筋カト
うなる。

１
～

３
通

30 2 ○ O O

合 計

弔栞要件及び,霞倭方法 渋 栗 ヌフH岡寺

卒業要件
当該学年において、履修すべき学科目のうち、履棒を認定されない学科目 (不 合格)が 1科 目以上あれば卒業できな
い。また、履修すべき学科目のいずれかについて、出席回数が総授業回数の 3分の 2未満の者は卒業できない。

1学年の学期区分 3期

履修方法
講義・演習 。実技・案習のいずれかにより、またはこれらの併用により行う。選択必修科目と自由選択科目を履修
し、各科目667,6以 上の出席し試験等による60点以上の評定で単位取得する。

1学期の援業期間 15週

(留意事項 )

, 一の援業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
については、主たる方法についてOを付し、その他の方法について△を付すこと。

2 企業等との連携については、実施要項の 3(3)の 要件に該当する授業科目についてOを付すこと。


